
３　法　人　の　県　民　税

③ ④ ⑤

(注）

○　事務所別内訳

264,6844,513,351 16,262 2,692,247 3,258 227,478 3,423合　　計 2,791 241,674 7,101 791,573 16,021

- -- - - - - -　法人課税信託 - - - -

- -- - - - - -　特　定　信　託 - - - -

66 950136 2,445 202 3,573 57 1,278　清　算　法　人　　　　　　　 61 1,157 98 2,423

45 1,00494 2,290 123 3,045 18 404　人格なき社団等　　　　　　 20 557 54 1,280

- -3 22 1 - - -　寮等のみを有する法人　　 1 - 2 -

101 1,394503 9,245 734 13,014 94 1,405　公　益　法　人　等　　　　　 145 1,866 217 4,116

80 4,728158 27,921 132 61,343 39 2,799　特　別　法　人　　　　　　　 75 6,553 55 4,628

3,131 256,60815,127 4,471,428 15,070 2,611,272 3,050 221,592計　 2,489 231,541 6,675 779,126

2,784 113,6878,330 767,144 10,823 449,165 2,651 102,789県内法人 2,131 90,612 5,209 213,468

119,4103,190,888 3,584 1,704,036 305 98,855 278他県本店分 288 134,957 1,235 456,598 6,043

69 23,511754 513,396 663 458,071 94 19,948

普
通
法
人

分割法人
本県本店分 70 5,972 231 109,060
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務者数

調定額
納税義
務者数

調定額
納税義
務者数

調定額
納税義
務者数

調定額
納税義
務者数

区　　分
大河原 仙台南 仙台中央 仙台北 塩釜 北部

3 　「事業年度数」は、１年、６か月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれの事業年度ごとに１件として計上したが、確定申告、修正申
告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最後の段階で１件とした。この場合において、納付すべき税額がないものにつ
いても計上した。

4 　「確定申告期限が翌年度となる見込納付額」は、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないた
め、法人税法第７５条の２第１項の規定によりその納期限が延長されている法人が、見込納付を行った場合の額を記載した。

1 　この調は、当年度において確定したものについて、①から⑧までは現事業年度分、⑨は過事業年度分、⑩は現事業年度分及び過事業
年度分の合計額について作成した。

2 　「確定法人税割額」は、現事業年度分（令和6年2月１日から令和7年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。なお、同日後に終
了する事業年度分で令和7年3月31日までに申告書の提出があり、当年度において調定したものについては、当該事業年度分を含む。）
に係る事業年度数及び確定税額（確定申告、修正申告、更正又は決定後の最終税額）を記載した。
　なお、確定申告及び決定のない中間申告分の税額は、「確定申告のないもの」に計上した。

72,9601,262 11,297 1,378,134 11,396 1,668,507 229合計（A+B+C+D+E+F+G+Ｈ） 57,014 96 61 4,651,513 54

- - - - -　法人課税信託 Ｈ - - - - - - -

- -- - - - - -　特　定　信　託 Ｇ - - - -

32 2 15 - -　清　算　法　人　　　　　　　 F 1,010 1 - 1,279 - - 8

- -- - - - - -　人格なき社団等　　　　　　 E 419 3 - 475

　寮等のみを有する法人　　 D

- -1 - - - - -　公　益　法　人　等　　　　　 C 1,194 10 - 8,580

-- - - - - -　特　別　法　人　　　　　　　 B 738 2 - 67,325 -

11,394 1,668,492 229 72,96061 4,573,854 53 1,262 11,289 1,378,102

252,317 4,973 318,914 31 5,691県内法人 39,221 79 31 855,157 53

918,262 5,795 1,016,083 191 56,038他県本店分 12,340 - 25 2,848,675 -

207,523 626 333,495 7 11,231

53,653 80

870,022 - 243 628

445 5,439

574 5,222

普
通
法
人
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本県本店分 2,092 1 5
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見込納付額



（単位：件、千円）

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑩+⑪ ⑫ ⑬

82,820 1,592 73,049 57,144 9,244,1411,176 68,760 4,083 288,505 1,437

- - - - - -- - - -

- - - - - -- - - -

24 384 23 479 755 14,36024 419 64 1,252

10 268 20 443 418 10,2109 200 25 719

1 - - - 8 22- - - -

43 525 88 1,082 2,152 35,79943 596 184 2,556

41 2,192 38 3,657 735 126,81536 3,789 81 9,205

1,318 79,451 1,423 67,388 53,076 9,056,9351,064 63,756 3,729 274,773

1,225 69,207 1,269 48,534 38,800 2,079,953943 37,257 3,435 188,090

8,675 96 12,261 12,202 5,810,60782 20,864 225 64,063 66

27 1,569 58 6,593 2,074 1,166,37539 5,635 69 22,620
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納税義
務者数
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調定額
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調定額
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納税義
務者数

登米 気仙沼 県　　計

（単位：件、千円）

栗原 東部

8 　「特別法人」とは、法人税法別表第３に掲げる法人等をいう。

9 　「公益法人等」とは、法人税法別表第１及び２に掲げる法人をいう。

10 　「清算法人」の予納分は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。

5 　「中間納付額の歳出還付額」は、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。

6 　「納税義務者数」は、当年度中に確定申告した者及び決定した者の合計により記載した。なお、当年度中に同一法人において２以上の事業年度分の
確定申告又は決定があった場合は、これらを通じて1として記載した。

7 　「当年度に発生した歳出還付額」は、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載したが、⑦の金額は含めていない。

41,450 4,034,511 9,244,141 20,287 - -5,209,630 57,144 1,410 1,299 3,163 9,822- 135,188 - 5,151,296 58,334

-- - - - --

-- -- - - -

14,360- - 4 70 681 13,05930 1,292 9 1,301 755-

- 418 9,713 10,21022 497 418 - - -- - 475

22- - 1 1 6 228

- 2,152 27,184 35,79935 8,615 2,152 - - -- - 8,580

498 58,670 126,81568,145 735 24 21 39 153- - 67,325 820

18,921 - -1,278 3,119 9,598 37,695 3,925,863 9,056,935- 5,073,624 57,448 5,131,072 53,076 1,386- 135,158

2,079,95311 33 271 4,368 34,117 1,077,10959,550 - 987,569 15,275 1,002,844 38,800-

5,810,6071,353 1,201 2,690 4,482 2,476 2,710,21461,809 - 3,064,788 35,605 3,100,393 12,202-

1,166,37522 44 158 748 1,102 138,54013,799 - 1,021,267 6,568 1,027,835 2,074-
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